
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎期日前投票所の場所及び期間 

 

◎最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票及び不在者投票の期間が違います！ 

国民審査の期日前投票及び不在者投票は 2 月 1 日（日）からとなります。 

 

 
衆議院議員総選挙の期日前投票所

 
大崎町役場

１月 28 日（水）～２月７日（土） 

午前８時３０分～午後８時

 
野方支所

２月 1 日（日），７日（土） 

午前８時３０分～午後６時

 

 

 

 

私たちの暮らしの将来を決める大切な選挙です。 
棄権せず，必ず投票しましょう！ 
ご家族やご近所で声を掛け合い，投票所に行きましょう！



 
 
 

 
投票区 投票所 投票時間

 
第１投票区 大崎町中央公民館 午前７時～午後７時

 
第２投票区 大崎町シルバーワークプラザ 午前７時～午後７時

 
第３投票区 菱田農村環境改善センター 午前７時～午後７時

 
第４投票区 持留小屋内運動場 午前７時～午後７時

 
第５投票区 大丸小屋内運動場 午前７時～午後７時

 
第６投票区 中沖公民分館 午前７時～午後７時

 
第７投票区 野方農村環境改善センター 午前７時～午後７時

 
第８投票区 曲公民館 午前７時～午後６時

 
第９投票区 仮宿上公民館 午前７時～午後７時

 
第１０投票区 西井俣公民館 午前７時～午後７時

 
第１１投票区 野方地区活性化センター 午前７時～午後７時

 
第１２投票区 水之谷公民館 午前７時～午後６時

 
第１３投票区 横内公民館 午前７時～午後６時

 
第１４投票区 宮園公民館 午前７時～午後７時

 
第１５投票区 上別府公民館 午前７時～午後６時

 
第１６投票区 岡下公民館 午前７時～午後６時



　 

 

 

選挙の時に、個人ごとに投票所入場券を郵便はがきで送付します。 

自分の投票所及び投票区は、投票所入場券で確認できます。お間違えのないよう、

ご確認をお願いします。 

入場券が届く前でも，免許証等で本人確認ができれば投票することができます。 

【投票所入場券みほん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みほん

投票所入場券の様式が変わります


